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１．いわき市 津波被災状況
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いわき市の位置

いわき市は、福島県の南東部に位置
し、南端は茨城県に接しております。
東は太平洋に面しているため、寒暖
の差が比較的少なく、穏やかな気候に
恵まれた地域です。
本市は、JR常磐線で東京から約
200km、常磐自動車道三郷ＩＣ～いわ
き中央ＩＣ間は、176kmで約２時間の
位置にあります。

昭和41年：５市４町５村合併 ⇒ 広域多角都市の構造

東京23区
626.7㎢

いわき市
1,231ｋ㎡

（東京23区の約２倍)

人 口 ３３７，３２３ 人
世 帯 数 １４４，０２７ 世帯
人口密度 ２７４ 人/ｋ㎡

令和２年９月１日現在
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●発 生 日 時 平成23年３月11日(金) 午後２時46分頃
●震 央 場 所 三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度)
●地 震 名 東北地方太平洋沖地震 ●震源の深さ 約24km
●規 模 マグニチュード9.0 ●本 市 震 度 震度６弱
●本市最大津波高 8.57ｍ（豊間地区）

東日本大震災 被災状況

■被害の状況（令和2年８月31日現在）

●浸 水 面 積 1,776ha
●人 的 被 害 死者・行方不明者46８人

（うち関連死 13８人）
●家 屋 被 害 91,180棟

（うち全壊・大規模半壊 17,155棟）
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L=約60km
津波被災市街地
21地区

出典：「いわき市・東日本大震災の証言と記録（平成25年3月25日発行）」をもとに作成



３ 豊間地区１ 久之浜地区 ２ 薄磯地区

１ 久之浜地区 ３ 豊間地区２ 薄磯地区

津波被災市街地１０地区の被災状況

5

久之浜（地震→津波→火災） 薄磯（地区が壊滅状態） 豊間（瓦礫に埋め尽くされている）

出典：「東日本大震災から１年いわき市の記録 記録誌（平成24年3月11日発行）」「いわき市・東日本大震災の証言と記録（平成25年3月25日発行）」
「いわき復興への軌跡(2019年3月）一部改訂」「いわき市撮影（豊間地区）」をもとに作成



６ 岩間地区４ 小名浜港背後地 ５ 小浜地区

４ 小名浜港背後地 ６ 岩間地区５ 小浜地区

津波被災市街地１０地区の被災状況
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小名浜港（ｱｸｱﾏﾘﾝﾊﾟｰｸが浸水） 小浜（県道より海側は壊滅状態） 岩間（堤防倒し津波が襲う）

出典：「いわき市・東日本大震災の証言と記録（平成25年3月25日発行）」「いわき復興への軌跡(2019年3月）一部改訂」「いわき市撮影（小浜・岩間地区）」をもとに作成



９ 走出地区７ 末続地区 ８ 金ヶ沢地区

１０ 錦町須賀

津波被災市街地10地区の被災状況
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走出（ほぼ壊滅状態）末続（末続川を遡上し津波拡大） 金ヶ沢（引き波により海底露出）

錦町須賀（中田川から津波越水）

出典：「いわき市・東日本大震災の証言と記録（平成25年3月25日発行）」「福島県消防防災航空隊（走出地区）提供」をもとに作成



出典：「いわき市・東日本大震災の証言と記録（平成25年3月25日発行）」をもとに作成（津波到達範囲の概況図）

７ 末続地区

８ 金ヶ沢地区

１ 久之浜地区
２ 薄磯地区

３ 豊間地区

９
走出
地区

４ 小名浜港背後地

６ 小浜地区
５ 岩間地区

１０
錦町
須賀
地区

津波被災市街地10地区の被災状況

単位 末続 金ヶ沢 久之浜 薄磯 豊間 走出
小名浜港
背後地

小浜 岩間 錦町須賀

被災前戸数 戸 62 26 340 344 769 30 647 64 189 103

被災前人口 人 92 39 890 787 1784 59 1009 164 306 172

全壊戸数 戸 48 23 210 301 551 26 94 31 80 69

半壊戸数 〃 8 3 60 25 138 0 474 19 108 32

死者数 人 6 3 45 103 74 2 0 2 10 1

浸水高 ｍ 5.5 6.0 3.5 3.3 5.0 4.0 3.0 2.8 4.5 2.0
浸水面積 ha 15.0 5.6 20.2 27.0 57.4 0.8 77.0 4.3 11.6 5.3

被
災
状
況
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いわき四倉ＩＣ

いわき中央ＩＣ

いわきＪＣＴ

いわき湯本ＩＣ

いわき勿来ＩＣ

勿来駅

植田駅

泉駅

湯本駅

内郷駅

いわき駅

草野駅

四ツ倉駅

久ノ浜駅

小川郷駅

赤井駅

いわき三和ＩＣ

末続駅

【凡例】

末 続

区 分 移転促進区域 住宅団地

面 積
対象世帯数

7.0ha
19世帯

0.7ha
10世帯

事業期間： 平成24～H30年度

金ケ沢

区 分 移転促進区域 住宅団地

面 積
対象世帯数

3.5ha
13世帯

0.6ha
10世帯

事業期間： 平成24～30年度

走出

区 分 移転促進区域 住宅団地

面 積
対象世帯数

0.6ha
22世帯

0.1ha
3世帯

事業期間： 平成24～30年度

錦町須賀

区 分 移転促進区域 住宅団地

面 積
対象世帯数

4.0ha
40世帯

0.7ha
22世帯

事業期間： 平成24～30年度

久之浜

施行面積 28.4ha

区画数 213区画

事業期間：平成24～30年度
（清算期間：～令和２年度）

薄 磯

施行面積 37.0ha

区画数 185区画

事業期間：平成24～29年度
（清算期間：～令和5年度）

豊 間

施行面積 55.9ha

区画数 349区画

事業期間：平成24～30年度
（清算期間：～令和6年度）

小 浜

施行面積 3.8ha

区画数 32区画

事業期間：平成25～30年度
（清算期間：～令和2年度）

岩 間

施行面積 12.5ha

区画数 59区画

事業期間：平成24～30年度
（清算期間：～令和3年度）

小名浜港背後地

面 積 12.2ha

事業期間：平成23～30年度
（清算期間：～令和元年度）

震災復興土地区画整理事業 ６地区

防災集団移転促進事業 ４地区
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津波被災市街地10地区の事業概要



２．津波被災市街地19地区
の復興に関する意向調査
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復興計画策定の概要

庁内検討会議

復興協議会との意見交換

監理会議

津波被災市街地の復興手法調査（直轄調査）

いわき市の復興計画策定の体制

支援
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６月～ 被災者の意向確認

１月31日 第１次復興交付金事業計画提出

12月 復興事業計画策定

３月16日 交付申請（決定）

５月～６月 被災状況の確認等

６月１日 建築行為の自粛依頼

７月～ 復興パターンの検討

３月末～ 事業調査着手

監
理
会
議
に
よ
る
進
行
監
理

津
波
被
災
市
街
地
復
興
手
法
調
査
（
直
轄
調
査
）

計画策定経過（震災後～調査着手まで）

12



13

○ 地区概要、被災状況、被災者意向

○ 地区復興の基本的な考え方
→ 全体復興、土地利用、津波防災についての考え方

○ 地区別の復興方針（事業手法）
① 土地区画整理事業予定地区
→ 久之浜、薄磯、豊間、小名浜港背後地、小浜、岩間

② 防災集団移転促進事業予定地区
→ 末続、金ヶ沢、錦町須賀

③ 災害公営住宅整備事業
→ 久之浜、四倉、沼ノ内、薄磯、豊間、

④ その他
→ 河川、海岸、避難路整備等による防災対策強化

いわき市復興事業計画

津波被災市街地土地利用方針（地区別）
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沿岸地域等土地利用作業部会の方針

１ 地域特性に配慮した復興計画の推進

２ 防災対策を踏まえた復興方策の選択

３ 農業、漁業、加工業等地場産業の復興

復興計画策定方針

４ 被災者の負担軽減につながる支援制度の活用

５ 環境、観光、景観、防災に配慮した海岸資源の復興

いわき市復興事業計画
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１．被災者の居場所の把握
・ 住民基本台帳をベース
・ 被災者の避難先等の連絡先

→ 「罹災証明」申請時の住所
→ 「避難所」に避難されている方の住所
→ 「自治会」へのヒアリング

２．被災者の意向把握
・ 津波被災市街地懇談会 ※沿岸域全２１地区
・ 意向確認（アンケート） → ３回 ※沿岸域 １９地区
▸ 第１回Ｈ23.６（津波浸水区域 ：7,727／14,672世帯 回収率52.7%）
▸ 第２回Ｈ23.８（基盤整備想定地区：3,402／ 6,147世帯 回収率55.3%）
▸ 第３回Ｈ23.10～12（住宅再建意向調査：地区説明会（欠席者郵送））

・ 地区説明会等 → 約１７０回開催
・ 個別面談 → １～３回／地区
・ 区長・被災者へのヒアリング
・ 電話、窓口対応

被災者の居場所の把握～意向の把握（Ｈ２３年度）
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第１回津波被災市街地の復興に関する意向調査（Ｈ２３.6）



第1・２回 津波被災市街地19地区 住まいの希望場所における意向変化 結果
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≪考察≫
〇 被害が少ない地区は、現位置再建が多い。
〇 被害が甚大な地区は、近隣高台の割合が増加する
傾向にあるが、市内他地区への転出意向は少ない。 18

第1・２回 津波被災市街地19地区 住まいの希望場所における意向変化 結果



３．意向調査に基づく
土地利用規模 ～事例（薄磯地区）～
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～事例（薄磯地区）～

•復興検討対象面積 2７．０ha
•人口 ７８７人
•世帯数 ２８３世帯
•大規模半壊以上 ３２０棟
• 〃 未満 １９棟
•被害なし ５棟
•死者 １０３名
•事業手法 土地区画整理事業

～事例（薄磯地区）～



薄磯地区の被災状況

21出典：「東日本大震災から１年いわき市の記録 記録誌（平成24年3月11日発行）」
「東日本大震災による被災現況調査業務（福島3）(平成24年3月）」をもとに作成



薄磯地区の経過（H23年度）
まちづくり協議会

復興協議委員会

住民説明会

H23.5.6 《対象》 平３地区（沼ノ内・薄磯・豊間）区長及び役員計15名
《内容》 被災状況・復興に係る意見について

H23.5.23 《対象》 平３地区 区長及び役員計8名 《内容》復興パターンについて

H23.6 《対象》 住民 《内容》第１回住民意向調査（郵送によるアンケート調査）

H23.7.20 《対象》 平３地区 （仮称）まちづくり協議会区長及び役員計80名
《内容》 ｱﾝｹｰﾄ調査について、地区の復興パターン提示

H23.8.5 《対象》 区長及び区民 《内容》復興パターンについて

H23.8 《対象》 住民 《内容》第２回意向調査（郵送によるｱﾝｹｰﾄ調査）

H23.10～ 《対象》 復興協議委員会 《内容》月に１回から2回程度開催。復興計画について

H23.10.23 《対象》 区民計128名 《内容》説明会開催 復興方針について、住民意向把握

H23.10～12 《対象》 区民及び地権者
《内容》 住宅等の再建に係る第３回住民意向把握（アンケート調査）

H24.3.18～26 《対象》 区民計163名
《内容》 復興方針に係る説明会開催

住宅再建第3回意向調査（H23.10～12）第２回意向調査（H23.8）
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薄磯地区の被災状況
地区説明会（Ｈ２３．７）
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市街地整備による地域
の再建

○防災道路の整備
（高盛土構造）
○防災緑地の整備
○土地の嵩上げ
○海岸保全施設等の強
化 ○避難路の確保
○避難場所の確保
○防災教育の徹底
etc･･･

塩屋崎
凡例

防災道路

豊間小
豊間中

県道小名浜四倉線

県道豊間四倉線

地区説明会（Ｈ２３．７）

薄磯地区の「津波防災まちづくり」



塩屋崎

薄磯

豊間

④移転可能性検討
地 Ａ≒３６ｈａ

⑤移転可能性検討
地 Ａ≒１０．５
ｈａ

①移転可能性検討
地 Ａ≒５９ｈａ

②移転可能性検討
地 Ａ≒４６ｈａ
※共有地有

凡例

防災道路

③移転可能性検討
地

山林

山林
山林

山林

農地

県道小名浜四倉線 県道豊間四倉線

地区説明会（Ｈ２３．７）

薄磯・豊間地区の「津波防災まちづくり」
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山林の造成
（残土を市街地の盛土材へ転用）

防災道路(盛土）

防災緑地（丘陵）

公共公益施設の集約
（学校・病院・保育所・郵便局等）

盛土嵩上げ
区画道路整備
避難路整備
工業・商業地の集約

災害公営住宅

河川改修

盛土嵩上げ
区画道路整備
避難路整備
工業・商業地の集約

避難路

全壊（流出・撤去）

全壊（再生可）

大規模半壊

半壊以下

凡例

河川改修

防災道路

防災緑地

家
屋

対象被災地

津波浸水区域

区域区分

避難路

山林造成地

薄磯・豊間

防災緑地（丘陵）

防
災
道
路

盛土

＜断面イメージ＞
防
災
緑

地

＜断面イメージ＞ 防
災
道
路

盛土

県
道

防
災
緑

地

地区説明会（Ｈ２３．７）
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薄磯地区 復興イメージ図（案）

薄磯地区

第２回アンケート調査（Ｈ２３．８）



44.1%

23.7%

15.3%

1.7% 5.1%

3.4%
3.4%
3.4%

高台等の移転案が示されてないから 再び津波被災に合うのが怖いから

子供達が安心して住めるまちではないから 商店が流されここでの生活が困難だから

顔見知りの近所の人が移転してしまうから もうここには住みたくないから

その他 無回答

望ましい
11.8%

おおむね
望ましい
28.3%

あまり望
ましくな

い
28.9%

まったく
望ましく

ない
9.9%

わからない

19.7%

無回答
1.3%

回答数 全152名

薄磯地区 第２回意向調査（Ｈ23.8）
❒「問7．復興イメージに対する評価」 ❒「問8．復興イメージの望ましくない点」

回答数 全59名

望ましくない 約 4 割

望ましい 約 4 割
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第３回アンケート調査（Ｈ２３．１０～１２）

薄磯地区 土地利用方針図（案）



30

１．今後の再建について（注：建物については、基本的に自己負担になります。これらを踏まえ、今後の資金的な見通しも考慮した上で、ご回答下さい。） 

(1) 再 建 場 所  (2) 住 ま い の 形 態 

Ａ. 被災前と同じ地区内 
例．自宅のあった場所、薄磯地区内等 

Ａ. 持ち家（一戸建て） 

Ｂ. 新たに造成した近隣の 

住宅団地（高台・農地等） 
Ｂ. 公営住宅 

Ｃ. 民間賃貸住宅（アパート、一戸建て等） 

Ｃ. 薄磯地区外 
例．市内の住宅団地、ニュータウン等 Ｄ. その他（            ） 

２．店舗、工場等の継続意向について（該当する方のみ回答して下さい。） 

(1) 再 建 の 意 向  (2) 店舗、工場等の事業所名 (4)建築面積 

Ａ． 薄磯地区内で事業を続けたい  
 

約      坪 

(約      ㎡) 

Ｂ． 薄磯地区外で事業を続けたい  

Ｃ． 廃業する予定  (3) 主な用途（例.商店、飲食店等） 

Ｄ． 事業を続けるか検討中   

３．自己所有地に関する意向について 

(1) 所有地の有無 所有地 ・ 借地 ・ 無 (2) 自己所有地の面積 
約     坪 

(約      ㎡) 
 

(3) 防災対策事業や基盤整備事業で自己所有地が事業計画区域内に入った場合の自己所有

地に関する意向について(※ なお、借地の場合は回答する必要はありません。) 

Ａ． 薄磯地区内に交換して欲しい。 

Ｂ． 買上げて欲しい。 

Ｃ． 事業計画区域内に入らなかった場合でも買上げして欲しい。 

Ｄ． その他（                                 ） 

薄磯地区 第３回アンケート調査（H23.１０～12）
第３回アンケート調査（Ｈ２３．１０～１２）



薄磯地区 意向調査結果に基づく土地利用規模（H24.3）

復興の方針

薄磯地区は、本市において人的被害、建物被害ともに極めて大き
かった地域であり、市街地のほぼ全域が津波の直撃を受け流出、若
しくは全壊状態であることから、旧市街地のほぼ全域を復興区域と
する。

被災前は県内有数の海水浴場を有し、民宿等の観光業、水産加
工場なども立地していたこと、また、現位置での生活再建意向もある
ことから、海岸防潮堤、防災緑地、海岸道路など、多重防御による津
波対策を講じ、災害に強いまちとして、平場部に街区を設ける。

住民の約４割強が隣接する高台への移転を希望であることを踏
まえ、地区西側の山林部を造成し高台を整備する。

土地利用規模
被災前の総世帯数283世帯に対し、住宅再建意向調査結果（Ｈ

２３．１２）に基づく「平場」「高台」「地区外」への再建希望割合を用
いて移転希望戸数を算出し、地区内での再建を220世帯程度（計
画人口：約600人）と見込んだ。

意向調査（Ｈ２３．１２）に基づき、「高台」「平場」の計画世帯数は、
それぞれ、150世帯、70世帯と見込んだ。
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150世帯 70世帯

薄磯地区説明会（Ｈ２４．３）



４． 変化する意向に対応した事業計画
～事例（薄磯地区）～

32
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関係機関協議

H24.9～ 用地買収（緊防空→減価補償）

H24.8 個人面談実施

H24.11    復興交付金申請（第４次）

H24.3～ 事業調査着手

各種測量、買収計画等

H24.8      復興整備計画（都市計画決定）

H25.2 事業計画認可

区
画
整
理
勉
強
会
（
市
内
部
）
よ
る
検
討

都
市
再
生
区
画
整
理
事
業
計
画
案
作
成
事
業

（
復
興
交
付
金
）

薄磯地区 交付金内示～事業認可までの流れ（H24年度）



（Ｈ24.7～8）

【意向変化】
前回意向調査（第３回アンケート調査）に比べ、売却希望や高台を希望する割合が大き
くなった。

買収ルールや申出換地のルールを策定することにより、高台換地希望者が飽和状態に
ならないように調整。また、ルールに基づき換地することで、不公平が生じないように対応。
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薄磯地区 個人面談（H24.8）

◆面談概要
今後の先行買収用地の確定や換地設計を円滑に進めていくためには、
地権者の意向を把握することが重要。

目的１：土地の売却希望及び地区内再建の意向把握
目的２：地区内での再建場所（高台、平場）の意向把握



復興手法として区画整理事業を採用し、用地の整備については換地及び減歩により事
業を推進するものであるが、当該地区は減価補償地区であることから公共用地増分の先
行買収が認められていた。本事業により用地を取得することが、区域内被災者の方が生
活再建の礎となり、本来の用地買収業務を早期完結し、また、換地する方を抽出し、早急
に換地業務に着手することとした。

売却希望者に対して公平性を持って、方針を策定する必要があり、
・ 多くの被災者の支援につながること
・ 買い取った後に、事業の実施に悪影響を与えないこと
を基本方針とし、ルールを定め合意を図った。

１ 高台予定地（市街化調整区域で宅地でないもの）を買取る。

２ 土地の面積が600㎡までの土地は、一権利者当たり合計で600㎡を上限に買取る。

３ そのほか、残った土地での換地が過小になる場合や、事業の実施に支障となる場合
など、いわき市が事業の施行に必要と認めるものを買取る。

※ただし、所有者が死亡したまま名義変更のない土地（未相続の土地）や、抵当権が付
いている土地は整理期限を設けて買取る。

用地取得の合意形成について
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薄磯地区 個人面談（H24.8） 結果 買収ルール



災害により高台が安全であるという認識から、高台の希望者が大半であると想定して
いた。
そのような中で、実際に面談を行い、高台に換地したい希望をお持ちの方は、複数筆
を換地したい意向（資産形成）もあった。しかしながら、高台換地についても公平に換地
の機会を与えることが必要となることから、次のようにルールの策定を行った。

・高台換地は被災地区内での居住建物が被災された方で、住宅を再建し居住を考えて
いる方を主な対象とした。 ⇒ すべての宅地が住宅地として利用される

・平場には農地、倉庫棟を所有していた方を主な対象とした。

・存置家屋所有者は平場に換地（現位置換地）である。（道路直物とならない方を想定）

・換地を決める判断材料として、区域内のある地区から高台に換地した場合の想定減
歩率を示すことで、早期の判断の推進を図った。

【参考】
高台が身近に感じられるよう、
・日常の坂道利用について理解度を深めるため、高台へのアクセス道路勾配（5％）の説明。
・高台には店舗等を整備する予定はないことを説明。
などの対応を行った。

換地の合意形成について
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薄磯地区 個人面談（H24.8） 結果 換地ルール



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31・Ｒ元
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調
査

※計画的な個人面談だけでなく、都度対応の緊急的な個人面談を含めると、事業期間内で最大５０回／1人・1年間の面談を開催してきた。
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薄磯地区 震災復興土地区画整理事業 権利者面談の流れ

デ
ザ
イ
ン
策
定

復
興
グ
ラ
ン
ド



②売却後の生活再建するための現状、換地後の生活環境の想定を正確に伝えることで、権
利者が自ら意向を確定させることを促し、意向に確度を持ち円滑な換地面談を行うこととした。

・売却 ⇒ 換地（６１世帯）
市内の土地が高騰。仮に売却しても、売却費用で、他地区において再建できない（土
地が買えない）現状を知ってもらうことで、換地への意向の変化あり。

・高台 ⇒ 平場
高台の造成については、必要最小限の切土のため、平場からの高低差が10ｍを超
すため、アクセス道路勾配は５％を予定。地区内だけででなく社会的にも高齢化が進
む中で、宅地引き渡し時期には、自家用車を使用しない年齢の可能性や、自らの日常
の利用を考慮し、平場への意向の変化あり。

≪意向の変化と具体的な説明≫
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①換地面談において概算減歩率を示すことで、権利者の換地後の面積イメージを共有。

権利者自身の所有する土地が換地された後、どのように面積が減る（減歩率）のか
が、面談時の観点（関心事）であることから、面談において概算減歩率を示すことで、
権利者が円滑に申出を行えるよう促進。

被災市街地復興土地区画整理事業を進めるにあたり早期復興を目的とする上で、
換地計画の手戻りや、権利者意向が変化することを未然に防ぐためにも、信頼関
係は元より、権利者が自ら判断するための要素を提示しながら面談を実施。

薄磯地区 仮換地申出に係る個人面談（Ｈ25.９）



住宅再建第3回
意向調査に基
づく事業計画

個人面談
（売却と換地
の区分）

仮換地申出に
係る個人面談
（仮申出）

本申出・仮換
地計画供覧
（個人面談）

仮換地指定時
事業計画

薄
磯

Ｈ24.3 Ｈ24.8 Ｈ25.9 Ｈ26.2 Ｈ26.3～

高台：150世帯
平場： 70世帯
計 220世帯

高台：96世帯
平場：28世帯
計 124世帯

高台：117世帯
平場： 68世帯
計 185世帯

高台：117世帯
平場： 68世帯
計 185世帯

高台：117世帯
平場： 68世帯
計 185世帯

面
談

面
談
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薄磯地区事業計画 世帯数の変化

面
談



５．振り返り
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振り返り

〇 功を奏した点
① 意向調査を各段階に様々な手法で実施
② 市と対話する地元組織として「復興協議会」の設置
③ 地権者カルテによる権利者情報の管理
④ 国県市等の各関係機関との連携（「事業調整会議」「不足土対策連絡協議会」等）
⑤ 「イメージパース」の作成
⑥ 区画整理地区で仮換地指定を待たずに「施工承諾」による早期工事着手
⑦ 事業進捗等を被災者と共有するための広報（「区画整理だより」「to-U通信」）

〇 こうしていればよかった点
① 防集地区において事業実施時から跡地利用も具体的検討（合意形成）
② 区画整理地区における住宅再建を必須にする等の対応
③ 産業部局と連携した地域産業の復興の検討強化
④ 早期からハード以外のソフト施策（まちづくり）の検討（帰還意欲を高める工夫）
⑤ 復興エリアの建築規制→どのタイミングで出すか判断が難しい（本市は自粛要請）
⑥ 事業開始前の家屋撤去のルール（事業実施区域内における補償に差が出じる）


